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■風水害に関する被害想定 

洪水・内水ハザードマップ（H22.6 名古屋市公表） 

  ○洪水ハザードマップ：主要な河川において計画規模の雨が降った場合を前提 

  ○内水ハザードマップ：東海豪雨レベルの雨が市全域に降った場合を前提 

高潮浸水想定（H26.11 愛知県公表） 

  ○想定し得る 大規模の高潮として、日本に上陸した既往 大規模の台風（室戸台風級）が、愛

知県沿岸に対し も影響があるコースをとる場合を前提 

 

※水防法改正（H27.5）に伴い、今後、想定し得る 大規模の洪水、内水（雨水出水）、高潮に係る浸水想定区域の指定等が進む予定であり、改めて所要の見直しが必要と 

なる。 
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■推進すべき施策の方針 【第４章】 ※風水害関連 

脆弱性評価を踏まえ、地域の強靱化に向けた将来的な視点を含め、名古屋市や愛知県、国、関連事業者、民間団体等が連携を図りながら推進すべき施策の方針を提示 

＜脆弱性評価を踏まえた主な課題＞ 

○まちづくりと治水との整合を図りながら、河川や下水道等の治水施設整備に関する総合調整を行い、全市的な視野に立った統一的な方針を検討することが必要 

○従来から 1 時間 50mm～60mm の降雨に対応する施設整備を進めてきたが、より大きな降雨に伴う災害を軽減する観点から基本的な考え方を整理することが必要 

○流域対策としての雨水流出抑制を進めることが必要 

○ポンプ設備等の排水施設や防災拠点について、風水害時における機能確保等の検討が必要 

○平成 27 年 5 月の改正水防法に基づき、想定し得る 大規模の降雨や高潮を前提として浸水想定区域の指定等が進むため、情報伝達や避難に関する対策の充実を図ることが必要 など 

＜主な方針＞ 

施策項目（抜粋） 方針（抜粋・要約） 

総合的な治水対策 
○河川・下水道等の相互調整などを行いながら、全市的な視点に立った統一的な治水方針を検討し、必要に応じて施設能力の増強や中川運河等を活用 

○浸水被害を軽減するため、雨水流出抑制を推進するとともに、適切な防災情報の提供や簡易水防工法の普及など、自助・共助を支援する取り組みを拡充 

河川の整備等 ○河川整備計画に基づき、河川のはん濫等による浸水被害の軽減を図るため、河川改修等を推進 

雨水対策の推進 
○著しい浸水被害が集中した地域や都市機能の集積する地域を対象に実施している緊急雨水整備事業を着実に推進 

○緊急雨水整備事業以外の地域では、必要に応じて下水道施設や排水施設の集水能力を増強などの対策を検討・実施 

排水施設の防災対策・機能確保 
○老朽化した下水道施設や排水施設について確実に改築更新を実施するとともに防災性の向上を検討する。 

○土地改良区内の老朽化により排水機能が低下した排水機場と農業用排水路について計画的に改良・改修を実施 

効率的かつ効果的な湛水排除の検討 ○風水害により長期湛水が想定される区域の湛水排除を効果的に行うため、関係機関が連携して湛水排除の手順を検討 

がけ崩れ対策の実施 ○市内におけるがけ崩れの恐れのある市有地において、がけ崩れ対策を検討・実施 

交通施設等に関する防災対策の実施 
○地下鉄施設について、止水板の強度アップや立上げ作業の迅速化対策などの機能強化を進めるとともに、ソフト面の対策として避難対策を充実 

○老朽化や生育環境の悪化による倒木や折れ枝等の危険性がある街路樹の計画的な更新（植え替え）・撤去及び適正な維持管理を実施 

防災拠点の機能確保等 ○防災拠点において、洪水、内水はん濫、高潮による浸水から機能継続性（電力、通信、備蓄等）を確保するための対策を推進 

上下水道施設の機能確保等 ○災害対応力の強化や関係機関との連携による復旧の迅速化に向けた取り組みや、施設相互のバックアップ機能の強化など、安全度の向上策について検討 

ハザードマップの作成等 ○想定し得る 大規模の洪水、内水（雨水出水）、高潮を前提としたハザードマップを作成し、住民等に災害リスクの周知や避難方法の啓発等の対策を推進 

情報収集・提供対策の実施 ○円滑かつ迅速な避難情報の提供を図るため、洪水、内水はん濫、高潮に係る水位到達情報を適切に周知する体制の構築 

災害時情報提供の多重化 ○本市関連施設へ設置された公衆無線 LAN について、災害発生時におけるアクセスポイントの無償開放など、災害時の通信基盤、情報提供手段として活用 

避難路の整備及び避難場所の確保 
○風水害等による被害に対し、緊急輸送道路や避難路となる都市計画道路の整備 

○各災害（洪水・内水・土砂・高潮）に応じた指定緊急避難場所の指定基準を検討・策定し、指定を推進 

円滑な避難体制の整備 
○洪水、内水はん濫、高潮、土砂災害の危険性など地域の特性や災害時要援護者の避難支援を考慮した、応急対策や避難・誘導を含む実践的な訓練を実施 

○ 大規模の高潮や洪水を想定し、時系列での行動や広域避難のあり方について関係機関が連携して検討 

地下街等の防災対策に関する取り組み ○洪水や内水はん濫、高潮による浸水が想定される地下街等について、浸水防止対策の徹底や利用者の安全確保を図るための体制づくりを推進 
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■優先的な取り組み事項 【第５章】 ※風水害関連 

推進すべき施策の方針に基づき、平成 30 年度までに本市が優先的に取り組む事項について指標（40 指標）、事業（132 事業）を掲載 

 

施策分野 主な事業 （●は風水害関連で追加した事業） 

個
別
施
策
分
野 

行政機能 

［14］ 

○防災活動拠点等の機能確保策の検討  ○土木事務所の機能の維持・強化  ○災害時の対応マニュアルによる訓練・検証  ○職員用防災備蓄の確保 

○災害救助用物資の備蓄  ○避難所への情報提供の仕組みの検討  ○避難所運営マニュアルの整備の推進  ○被害想定を踏まえた避難所の機能確保策の検討 

○避難所開設・運営訓練の充実  ○災害用トイレの備蓄  ○復興イメージトレーニングの実施  ○災害復興計画策定に係る体制の検討  など 

警察・消防等 

［32］ 

●総合水防訓練の実施  ●水防情報システムの運用  ●道路・河川等監視情報システムの運用  ●水防法改正に伴う水位周知体制の構築 

○助け合いの仕組みづくりの推進  ○災害時の外国人支援体制の充実  ○災害時の情報伝達の充実  ○災害情報等の収集・伝達方法の検証 

○消防団員の充足率の向上  ○被害想定を踏まえた動員・参集計画の整備の推進  ○災害ボランティア受入体制の充実  など 

住宅・都市 

［7］ 

●指定緊急避難場所の指定  ●地下街等における避難確保及び浸水防止に係る対策の推進  ○下水管の改築  ○小中学校等における窓ガラス飛散防止対策等 

○生涯学習センター等における窓ガラス飛散防止対策等  ○応急仮設住宅配置計画図及び応急仮設住宅建設候補地台帳の整備  など 

保健医療・福祉 

［8］ 

○医療機関との情報連絡に関するマニュアルの策定  ○休日急病診療所等の改築補助  ○災害時における医薬品等の調達及び供給 

○災害時におけるお薬手帳の活用の啓発  ○被災者の健康保持のための啓発の推進  ○災害時要援護者の避難場所の充実  など 

エネルギー［3］ ○非常用電源設備の機能強化  ○非常用電源の燃料調達体制の構築  ○防災拠点における安定したエネルギー確保策の検討 

情報通信［2］ ○情報システムの安定的な運用  ○避難所の通信機能の維持 

産業・経済［1］ ○事業継続計画の策定支援事業 

交通・物流 

［13］ 

○緊急輸送道路の整備  ○橋りょうの維持・補修  ●側溝補修・改良  ●車道清掃及び側溝しゅん渫等の実施  ○道路附属物等の老朽化対策 

○地下鉄施設の浸水対策  ○大規模小売業者等との協定締結の推進  ○物資集配拠点マニュアルの策定  ●街路樹の再生  など 

農林水産［1］ ○土地改良区の排水機場の長寿命化 

地域保全 

［17］ 

○名古屋港の防災機能強化  ○浸水区域の湛水排除に関する検討  ●ポンプ施設の維持修繕及び運転管理  ●河川・水路等の維持管理  ●水防活動準備 

●都市下水路の整備  ●農業用水路の改良  ●緊急雨水整備事業の実施  ●ポンプ施設の改築更新  ●雨水流出抑制の推進  ●公園がけ崩れ危険箇所対策の実施 

●公園樹の適正管理  など 

環境［2］ ○アスベストの飛散防止  ○災害廃棄物処理計画の策定 

土地利用［3］ ○街区の世界座標化の推進  ○オープンスペースに係る利用計画の策定に向けた検討  ○駅そばまちづくりの推進 

横
断
的
分
野 

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

［16］ 

○男女平等参画の視点から考える防災についての意識啓発  ○外国人防災啓発事業の実施  ○市民向け防災に関するイベントによる普及啓発  ○防災啓発媒体の更新 

○災害に関する歴史の調査  ○自主防災組織の活動支援  ○防災安心まちづくり事業の推進  ○防災に関する教員研修の実施 

○保育所入所児童への防災教育の推進  ○児童・生徒への防災教育の推進  ●水防法改正に伴うハザードマップの見直し・作成  など 

老朽化対策 

［9］ 

（○車道舗装の補修） （○街路灯の更新・補修） （○道路附属物等の老朽化対策） （○橋りょうの維持・補修） （○排水路の改良・補修） 

（○ポンプ施設の更新・整備） （○河川の整備） （○土地改良区の排水機場の長寿命化） （○下水管の改築） 

研究開発［0］  － 

産学官民・ 

広域連携［4］ 
（○関係活動機関との連絡会議の開催） （○関係活動機関との合同連携訓練の実施） （○自治体間の相互連携等の推進） （○防災関係機関との情報共有・連携の強化） 

※［ ］は事業数、（ ）は再掲事業 


